
豊 中 市身 元 保 証 人 確 保 対策 事 業 実 施 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 「身 元 保 証 人 確 保 対策 事 業 の 実 施 に つい

て 」 （令 和 ６ 年 ４ 月 １ ０日 こ 支 家 第 ２ ３ ６号 。 以 下 「 局 長通

知 」 とい う 。 ） に 基 づ き、 身 元 保 証 人 確 保対 策 事 業 と し て、

こ ど も等 の 自 立 支 援 を 図る 観 点 か ら 、 児 童養 護 施 設 、 児 童心

理 治 療施 設 又 は 児 童 自 立支 援 施 設 に 入 所 中又 は 退 所 し た こど

も 等 や、 里 親 若 し く は 小規 模 住 居 型 児 童 養育 事 業 （ フ ァ ミリ

ー ホ ーム ） を 行 う 者 に 委託 中 又 は 委 託 解 除後 の こ ど も 等 に対

し 、 就職 や 賃 貸 住 宅 等 の賃 借 、 大 学 等 へ 進学 す る 際 等 に 施設

長 等 が身 元 保 証 人 （ 連 帯保 証 人 を 含 む 。 以下 同 じ 。 ） と なっ

た 場 合 の 損 害 保 険 契 約 を 社 会 福 祉 法 人 全 国 社 会 福 祉 協 議 会

（ 以 下  「全 社 協 」と い う 。）が 契 約 者 とし て 締 結 す る こ とに

よ り 、身 元 保 証 人 を 確 保し 、 こ れ ら の 者 の社 会 的 自 立 の 促進

に 寄 与す る こ と を 目 的 とす る 。  

（ 実 施 主 体 等 ）  

第 ２ 条  本 事 業 の 実 施 主体 は 、豊 中 市（ 以 下「 本 市 」と い う 。）

と す る。  

２  本事 業 の 運 営 主 体 は、 全 社 協 と す る 。  

（ 保 証 料 の 支 払 い ）  

第 ３ 条  こ の 事 業 に お ける 保 証 料 の 支 払 いは 、 運 営 主 体 で ある

全 社 協か ら 送 付 さ れ る 保証 決 定 通 知 及 び 保証 料 請 求 書 に 基づ

き 、 実施 主 体 で あ る 本 市が 支 払 う も の と する 。  

（ 対 象 と な る こ ど も 等 ）  

第 ４ 条  前 ２ 条 に 定 め るも の の ほ か 、 対 象と な る こ ど も 等 、対

象 と なる 被 保 証 人 及 び 保証 人 、 保 証 範 囲 、保 証 料 そ の 他 の身

元 保 証人 確 保 対 策 事 業 の実 施 に 関 し 必 要 な事 項 は 、 局 長 通知

に 定 める と こ ろ に よ る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ０ 日 か ら 実 施 し 、 令 和 ７ 年 ４ 月

１ 日 か ら 適 用 す る す る 。  


